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全日本社労士公開模試 第２回 

労働者災害補償保険法 問 10 Ｅ肢 

 

Ｅ 有期事業の一括が行われている事業の事業主は、

それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の

属する月の翌月 10 日までに、一括有期事業開始届

を所轄労働基準監督署長に提出しなければならな

い。 

解答 →○

 

 

 
第４５回 社労士試験 問題 

〔択一式〕 労働者災害補償保険法 問９ Ｄ肢
 

Ｄ 一括有期事業開始届は、一括有期事業について

の事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、そ

の開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基

準監督署長に提出しなければならない。 

 

解答 →×

（「属する月の末日まで」ではなく「属する月の翌月 10

日まで」である） 

※実際の教材では赤字にはなっていません。
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